
 

 

PTA’S（ピータス）News.17～ 

「PTA 会費の徴収を学校に依頼すると、“業務委託契約”が要るの？」の記事を公開しました 

 

PTA’S（ピータス）にご登録・ご利用の皆さま 

 

こんにちは、PTA’S（ピータス）事務局です。 

いつも PTA’S を応援・ご利用いただき、ありがとうございます。 

 

PTA'S（ピータス）には、「調べて欲しい教えて欲しい」という、PTA にありがちな疑問に対し、専門家のアド

バイスをもとに解答するコンテンツがあります。 

→https://ptas.site/pta-shirabeteoshiete/ 

 

「PTA の会計処理にまつわる？？？」 

「PTA が任意加入ってホント？」 

「PTA は個人情報をどこまで守ればいいの？」 

「PTA の予算で学校の備品を買うのはアリ？ナシ？」 

「PTA のバザーで得た収益に税金はかかる？」に続いて今回はこちら。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

◆PTA 会費の徴収を学校に依頼すると、「業務委託契約」が要るの？ 

→https://ptas.site/pta-gyomuitaku/ 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

PTA 会費の徴収って、みなさんの PTA ではどうしていますか？ 

「PTA 役員が各家庭を回って現金で徴収」 

「給食費などと一緒に学校から引き落とし」 

などなど、やり方は様々です。 

そしてもし、PTA が学校に会費の徴収を委託する際には、適切な手続きと保護者への説明が不可欠です。 

記事内では、「業務委託契約書」及び「業務委託契約への同意を取る場合の PTA 入会・退会届」のひな形もダウ

ンロードいただけます。  

現在、またはこれから同様の方法を考えている PTA では、ぜひこの辺りのポイントを参考に、透明性の高い PTA

活動をしていただければと思います。 

 

PTA’S 事務局 

 

※これまでの「PTA’S（ピータス）NEWS」はこちらからご覧いただけます→https://ptas.site/ptas-news-archive/ 

 

※PTA’S（ピータス）へのご登録はこちらからしていただけます→https://ptas.site/user-registration/ 

ご登録いただくと、各種書類のダウンロードなどしていただけます。 

 

※PTA’S(ピータス)では、PTA 相談窓口を開設しています。 

・TEL：050-3733-7455 

・受付時間：月～金（祝日除く）の PM5:00～6:00 

「PTA’S ってどんなサービス？どんなふうに使ったらいいの？」「こんな時、どんな企業に依頼すればいいの？」

といった、PTA’S を利用する際の疑問や不安・不明点等にお答えします。 

 

※PTA’S（ピータス）News を希望されない方は、こちらのメールの返信にてご連絡ください。 

配信を停止させていただきます。 

https://ptas.site/pta-shirabeteoshiete/
https://ptas.site/pta-gyomuitaku/
https://ptas.site/ptas-news-archive/
https://ptas.site/user-registration/

